
上天草市公金（税・料等）のキャッシュレス決済及び 

コンビニエンスストア収納代行業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 委託目的 

  上天草市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と市民等の納付しやす

い環境整備を図るため、市税等の納付方法の拡充策として、スマートフォン等のア

プリを使用したキャッシュレス決済（以下「キャッシュレス決済」という。）及びコ

ンビニエンスストア（以下「コンビニ」という。）収納代行業務を民間業者に委託し

ます。 

 

２ 契約方法 

  キャッシュレス決済及びコンビニ収納代行業務は、納付者の利便性と蓄積された

専門知識、収納資金の安全かつ確実な管理が必要なことから、公募型プロポーザル

方式で業者選定を実施します。 

 

３ 委託する業務内容等 

 （１） 委託業務名 

    上天草市公金（税・料等）のキャッシュレス決済及びコンビニエンスストア

収納代行業務 

 （２） 業務の内容 

    別紙「上天草市公金（税・料等）のキャッシュレス決済及びコンビニエンス

ストア収納代行業務委託に関する仕様書」（以下「仕様書」という。）のとお

り。 

 （３） 委託業務の対象 

   ア 市県民税（普通徴収） 

イ 固定資産税 

ウ 軽自動車税 

エ 国民健康保険税（普通徴収） 

オ 介護保険料（普通徴収） 

カ 後期高齢者医療保険料（普通徴収） 

キ 保育料及び副食費（公立分） 

ク 市営住宅使用料 



ケ コミュニティプラント使用料 

コ 土地使用料 

 （４） 委託期間 

   契約締結日の翌日から令和７年３月３１日までとする。 

   ただし、契約締結日の翌日から令和４年１月３１日までは準備期間とし、収納代

行業務は令和４年２月１日からとする。 

 （５） 契約方法 

    公募型プロポーザル方式による随意契約とする。 

 （６） 見積上限額（消費税及び地方消費税を含まない） 

    ア 月額基本手数料 30,000 円／月 

    イ 確報データに基づく収納 1件当たりの取扱手数料 58 円／件 

 （７） 取扱想定件数 

    令和元年度口座振替件数  ７３，７４３件 

         窓口収納件数  ９３，０７６件 合計１６６，８１９件 

    年間取扱件数（１０％程度）年間１７，０００件を想定 

    契約期間中 ４２，６００件 

    （令和３年度１００件、令和４年度８，５００件、令和５年度１７，０００件、 

令和６年度１７，０００件） 

  

４ 参加資格 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる参加資格要件を全て満たしてい

ること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定

に該当しない者であること。 

 （２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定よる更生手続開始

の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再

生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 （３） 会社法（平成１７年法律第２２５号）に基づく生産の開始又は破産法（平成

１６年法律第７５号）に基づく破産の申立てがなされている者でないこと。 

 （４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２２条第２号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている者でな

いこと。 

 （５） 国税、都道府県民税及び市町村民税に未納がないこと。 

 （６） 個人情報等の漏えいに関する重大な事故を起こしていないこと。 

 （７） 個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他の個人情報の

適正な保護及び管理のため必要な措置を講じていること。具体的に関係法令を



遵守し、公金の収納業務において安全かつ安定的な運用が将来にわたり確保で

きること。 

 （８） 個人情報保護の観点から、データ運用の安全対策の証として、一般財団法人

日本情報処理開発協会が認定するプライバシーマークの使用許諾を受けてい

ること、又は一般財団法人日本情報処理開発協会が行う情報セキュリティマネ

ジメントシステム（ISMS）の認証を取得していること。 

 (９) 過去２年間に１年以上継続して、地方税、国民健康保険税（料）、介護保険料

等の公金収納業務受託の実績を３件以上有していること。 

 (１０) コンビニについては、株式会社セブンイレブン・ジャパン、株式会社ファミ

リーマート、株式会社ローソン、山崎製パン株式会社、ミニストップ株式会社、

国文グローサーズチェーン株式会社、株式会社ポプラ、株式会社セイコーマー

ト、株式会社しんきん情報サービス(マルチメディアキオスク設置店)を含む９

社以上、かつ、キャッシュレス決済については、PayB 決済サービス、LINEPay

請求書支払い、PayPay 請求書払い、楽天銀行コンビニ支払いサービスを含む４

社以上と提携していること。 

 （１１） 次の契約形態に対応できること。 

    ア 上天草市と収納代行業者との二者間契約 

    イ 上天草市と収納代行業者及びコンビニ本部との三者間協定 

    ウ 上天草市と収納代行業者及びキャッシュレス決済事業者との三者間協定 

 （１２） 収納データ運用体制については、すでにシステムが構築されており、収納

から委託者への払込までの状況を正確に記録し、提出することができ、また収

納金を安全かつ速やかに委託者が指定した日までに指定金融機関に払い込む

ことができる能力を有していること。 

（１３） 各コンビニ、コンビニ本部、キャッシュレス決済事業者、受託者における

収納金の確保時に事故があった場合、十分な保全が図られること。また必要に

応じて直ちに委託者へ担当者を派遣できること。 

（１４） 収納に関する情報を電子計算機により管理し、その電磁記録を提供するこ

とができること。 

（１５） 受託者と各コンビニ、コンビニ本部、キャッシュレス決済事業者との連携

の体制及び連絡先が明確になっていること。 

（１６） 委託者が行う定期及び臨時検査について、入金された収納金の出入金関係

帳簿の提示及び保管されている領収済通知書（納付済通知書）及び原符の検査

に対して、速やかな協力体制が確立されていること。 

（１７） 受託者は、収納された収納金を委託者に払い込む一義的な債務を負い、破

綻リスクに対して、履行保証保険の締結等により公金の安全管理対策を講じて

いること。 



（１８） 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があ

り、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

（１９） 業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合

において、これらの許可等を受けていること。、 

 

５ プロポーザルに係る実施要領等の配布 

 （１） 配布期間 

   令和３年１月２１日（木）から令和３年２月１７日（水）まで 

 （２） 配布場所 

     上天草市ホームページから直接資料のダウンロードを行うこと。ただし、こ

れにより難い場合は、次の場所にて資料を配布する。 

    熊本県上天草市大矢野町上１５１４番地 

    上天草市役所会計課（以下「主管課」という。） 

    ※ 主管課での配布については、配布期間中の閉庁日を除く午前８時３０分か

ら午後５時までとする。 

 （３） 配布資料 

   ア 上天草市公金（税・料等）のキャッシュレス決済及びコンビニエンスストア

収納代行業務委託公募型プロポーザル実施要領 

   イ 仕様書 

   ウ 質問書（様式第１号） 

   エ 参加表明書（様式第２号） 

   オ 企画提案書（様式第３号） 

   カ 業務実績調書（様式第４号） 

 

６ 質問の受付及び回答 

 （１） 提出書類 

    質問書（様式第１号） 

 （２） 提出期限 

    令和３年２月１日（月）午後５時 

 （３） 提出場所 

    主管課 

 （４） 提出方法 

    質問書は、電子メールで提出することとする。 

    なお、電話、来庁等による口頭での質問は、受け付けない。 

    （電子メールアドレス：kaikei₋atmark₋city.kamiamakusa.lg.jp） 

    ※ 上記電子メールアドレスに関し、スパムメール対策として「＠」を 



「₋atmark₋」と表示しているため、電子メールを送信する際には、「＠」に変

更すること。 

 （５） 回答方法 

    質問に対する回答は、令和３年２月８日（月）までに、上天草市ホームページ

に掲載する。 

 

７ 参加表明書等の提出 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、（１）及び（２）に掲げる書類（上天草

市の指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては、（１）及び（２）

アに掲げる書類）を（３）の期限までに提出すること。 

（１） 提出書類 

     参加表明書（様式第２号） 

 （２） 添付書類 

   ア 会社概要 

   イ 登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの。写し可。） 

   ウ 国税、都道府県税及び市区町村税に未納がない証明書（３か月以内に発行さ

れたもの。写し可。） 

 （３） 提出期限 

    令和３年２月１７日（水）午後５時 

 （４） 提出場所 

    主管課 

 （５） 提出方法 

    提出書類は、紙媒体とし、持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、

午前８時３０分から午後５時まで（閉庁日を除く。）受け付ける。郵送の場合は、

郵送用の封筒の裏面に「上天草市公金（税・料等）のキャッシュレス決済及びコ

ンビニエンスストア収納代行業務委託（参加表明）」と朱書の上、郵便書留によ

り提出すること。 

 

８ 企画提案書等の提出 

  ７（１）の参加表明書を提出した者（以下「参加表明者」という。）は、（１）に掲

げる書類を提出すること。 

 （１） 提出書類（原則Ａ４版、長編綴じ印刷） 

   ア 企画提案書（様式第３号） 

   イ 業務に対する企画提案（任意様式） 

提案項目 提案内容 

１会社概要 ・会社概要（所在地、名称、代表者名、設立年月日、沿革、資本金、



従業員数、支店・営業所数、業務内容等） 

２受託実績 ・税・公金等の収納業務受託実績 

・電気・ガス・電話料金等の公共料金の収納業務受託実績 

３安全管理 ・収納金の保護対策（収納金の管理状況、公金保証のための保険加

入状況、その他保証対策） 

・コンビニ本部、キャッシュレス決済事業者における収納金の保護

対策（収納金の管理状況、公金保証のための保険加入状況、その他

保証対策） 

４運用体制 ・公金収納業務への取組方針及び執行体制 

・通常及び緊急時の連絡体制等 

・導入に係る支援体制 

・契約形態 

５仕様 ・提携するコンビニ・キャッシュレス決済事業者 

・収納データ及び収納金入金スケジュール（速報データ、確報デー

タ、入金日のスケジュール） 

・収納データ伝送方式 

・伝送ファイルレコード（伝送端末の仕様・機能、文字コード） 

・収納データ取得方法、取得可能期間（収納データの再取得含む） 

６個人情報 ・個人情報保護及びセキュリティ対策（情報保護に関する認証の取

得状況等、その他具体的な取り組み） 

・コンビニ及びコンビニ本部、キャッシュレス決済事業者の個人情

報保護、セキュリティ対策、指導監督内容。 

７経費 ・基本料金（消費税別） 

・取扱一件当たりの取扱手数料（消費税別） 

８その他 ・その他、特にアピールできる事項。 

 

   ウ 見積書（任意様式）及び見積書に係る積算内訳書（様式第４号） 

     見積書及び委託期間中の見積総額が分かる積算内訳書を作成すること。 

 （２） 提出期限 

    令和３年２月１７日（水）午後５時 

 （３） 提出場所 

    主管課 

 （４） 提出方法 

    提出書類は、紙媒体とし、持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、

午前８時３０分から午後５時まで（閉庁日を除く。）受け付ける。郵送の場合は、

送付用の封筒の表面に「上天草市公金（税・料等）のキャッシュレス決済及びコ



ンビニエンスストア収納代行業務（企画提案書）」と朱書の上、郵便書留により

送付すること。 

 （５） 提出部数 

    ８部 

 

９ 審査方法 

  本プロポーザルの審査は、別に設置する「上天草市公金（税・料等）のキャッシュ

レス決済及びコンビニエンスストア収納代行業務委託公募型プロポーザル設置審査

会」（以下「審査会」という。）において、応募資格要件及び企画提案書による書類審

査の実施を経て、最も優れた提案を行った者を契約予定者として選定する。 

なお、審査の過程で、提案書等の内容につき当市から質問することがある。プレゼ

ンテーションについては行わない。 

  ※ 参加者が１者のみであった場合でも、審査会において妥当であると判断された

場合は、受託候補者として選定する。 

 （１） 審査項目及び評価基準 

    別表「審査項目及び評価基準」のとおり 

 

１０ 審査結果の通知 

  審査結果については、審査終了後、全提案者に郵送又は電子メールにて通知する。 

  なお、審査結果の公表は、行わない。 

 

１１ スケジュール 

  本業務に係るスケジュールは、次のとおりとする。 

内容 日程 

公告 令和３年１月２１日（木） 

質問書の提出期限 令和３年２月 １日（月） 

質問書の回答 令和３年２月 ８日（月） 

参加表明書及び企画提案書等の提出期限 令和３年２月１７日（水） 

企画提案書等の審査（書類審査） 令和３年２月２４日（水）予定 

審査結果通知 審査後速やかに実施 

契約予定日 令和３年３月 ８日（月） 

 

１２ 企画提案者の失格 

  次のいずれかに該当するときは、その企画提案者を失格とする。 

 （１） 企画提案者が次のいずれかに該当するとき。 

   ア 虚偽の申請を行い、提案資格を得たとき。 



   イ 公平な審査を阻害する行為があったとき。 

 （２） 企画提案書が次のいずれかに該当するとき。 

   ア 提出方法、提出場所及び提出日が示された要件に適しないとき。 

   イ 定められた作成形式又は記載上の留意事項に示された要件に適しないとき。 

   ウ 見積額が見積限度額の範囲を超過したとき。 

   エ 審査の結果、最低基準点以上の点数を得られなかったとき。 

 

１３ 契約締結 

 （１） 契約手続 

    審査の結果、契約予定者となった者については、主管課と提案内容の詳細につ

いて協議をし、市がこれに基づいて決定した予定価格の範囲内で市と契約手続を

行うこととする。 

    なお、契約締結に至らない場合は、次点者と契約手続のための協議を行うこと

とする。 

 （２） 契約保証金 

    本業務の受託者は、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上の額を契

約締結前に納付する必要があるが、上天草市契約規則（平成１６年上天草市規則

第３６号）第２９条に該当する場合は契約保証金の全部又は一部を免除する場合

がある。 

 

１４ その他留意事項 

 （１） 提出期限経過後の提出書類の差し替え及び再提出は、認めないものとする。 

 （２） １参加者につき１提案とし、提出書類の返却は、しないものとする。 

 （３） 本プロポーザルに係る費用は、全て参加表明者の負担とする。 

 （４） 提出された企画提案書を受理した後の企画提案者による加筆及び修正は、認

めないものとする。 

 （５） 企画提案及び契約手続において用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は

日本の標準時及び計量法によるものとする。 

 

１５ 問合せ先 

  〒８６９－３６９２ 

  熊本県上天草市大矢野町上１５１４番地 

  上天草市役所会計課 （担当：加藤） 

  電 話 ０９６４－２６－５５２９（直通） 

  ファクシミリ ０９６４－５６－２１２１ 

  電子メールアドレス kaikei₋atmark₋city.kamiamakusa.lg.jp 



  ※ 上記メールアドレスに関し、スパムメール対策として「＠」を「₋atmark₋」と

表示しているため、電子メールを送信する際には、「＠」に変更すること。 

  



 

別表「審査項目及び評価基準」 

№ 項目 内容 配点 

１ 実績 受託実績（税・公金） ５ 

２ 運用 連携コンビニ・キャッシュレス決済事業者数 ２０ 

データ提供スケジュール ５ 

入金スケジュール ５ 

データ再取得方法 ５ 

３ 業務体制 運用開始までの協力・支援体制 ５ 

緊急時の対応 ５ 

４ 安全管理 公金の安全管理対策 ５ 

収納金の保護対策 ５ 

５ その他 新規の取扱コンビニ・キャッシュレス決済の拡張性 １０ 

解約による契約期間満了後の対応（収納金・データ送付） ５ 

その他、特別に評価すべきもの ５ 

６ 

 

経費 契約期間総見込費用の合計額（基本料金／月、取扱手数料

／件） 

２０ 

各審査項目が記載されているページ番号を一覧表にしたものを提出するものとする。

（任意様式） 

 

〇評価方法 

１ 評価は、上天草市公金（税・料等）のキャッシュレス決済及びコンビニエンススト

ア収納代行業務委託公募型プロポーザル審査会で行う。審査方法は、企画提案書等の

書類についてあらかじめ定めた審査項目及び評価点に基づいて評価を行う。 

２ 審査委員１人当たり１００点満点、最低基準点を５０点とし、各審査委員の採点の

合計点が最も高い者を受託候補者とする。 

ただし、合計点が最も高い提案者であっても、各審査委員の合計点が最低基準点に

審査委員数を乗じた点以上の点を得られなかった場合は、受託候補者の決定は行わな

い。 

３ 各審査委員が１により採点した点数を基に順位付けを行い、その順位を点数として、

合計点が最も高い者を受託候補者とする。 

４ 点数が同点となった場合は、次の方法により順位を決定する。 

（１）審査項目：運用（連携コンビニ・キャッシュレス決済事業者数について）の点



数が高い者を受託候補者とする。 

（２）（１）が同点の場合は、審査項目：その他（新規の取扱コンビニ・キャッシュ 

レス決済の拡張性について）の点数が高い者を受託候補者とする。 

５ 企画提案者が１者のみであった場合でも審査を行い、最低基準点を適用する。 


